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青森県教育委員会第８１５回定例会会議録

１ 期 日 平成２８年１２月１２日（月）

２ 開 会 午後１時３０分

３ 閉 会 午後１時４７分

４ 場 所 教育庁教育委員会室

５ 議事目録

報告第１号 議案に対する意見について

そ の 他 青森県立高等学校教育改革推進計画に関する地区意見交換会（第２回）

概要について

そ の 他 職員の懲戒処分の状況

６ 出席者等

・出席者の氏名

豊川好司、町田直子、中沢洋子、野澤正樹、中村充（教育長）

・説明のために出席した者の職

平野次長、三上次長、安田参事・教職員課長、勝野参事・学校施設課長、教育政策

・職員福利・学校教育・生涯学習・スポーツ健康・文化財保護各課長、高等学校教

育改革推進室長

・会議録署名委員

中沢委員、野澤委員

・書記

小舘孝浩、中舘大輔
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７ 議 事

報告第１号 議案に対する意見について

（平野教育次長）

この度の案件は、県議会第２８８回定例会に提出された「平成２８年度青森県一般会計

補正予算（第４号）案（教育委員会所管分）」ほか６件の議案について、知事から意見を

求められたものであるが、緊急を要するため、青森県教育委員会の事務の委任等に関する

規則第４条第１項の規定に基づき、教育長において臨時に代理し、原案に同意することと

して処理したので、御報告するとともに、同意した議案の内容について御説明する。

まず、「平成２８年度青森県一般会計補正予算（第４号）案（教育委員会所管分）」につ

いて、今回の補正予算の歳出予算額は、７億８，７１７万２千円の増額となっている。こ

れを既決予算額と合計すると、補正後の歳出予算額は、１，３４２億５，９８２万４千円

となっている。

なお、計上した歳出予算の主な事業等については、参考資料のとおりである。

次に、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案」は、平成２８年１０月１

１日付けの人事委員会の給与等に関する報告及び勧告に基づき、職員の給料月額及び勤勉

手当の成績率の引上げを行うほか、扶養手当、通勤手当等の手当額を改定するものである。

この条例のうち、扶養手当、通勤手当等の改正規定については、平成２９年４月１日か

ら施行し、その他の改正については、公布の日から施行、平成２８年４月１日からの適用

となる。

次に、「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案」及び「青森県教育

委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例を廃止する条例の一部を改正する条例案」

は、県の一般職及び国の特別職の職員の取扱いを考慮して、教育長の期末手当の支給割合

の引上げを行うもので、公布の日から施行するものである。

次に、「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案」は、国家公務員退職手

当法の改正に準じ、雇用保険法の改正により、６５歳以降に雇用される者に対する雇用保

険の適用や求職活動支援に係る給付内容の拡大等、失業等給付の給付内容等が変更される

ことに伴い、当該手当に相当する退職手当を支給できるようにするもので、平成２９年１

月１日から施行するものである。

次に「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案」は、地方公務員

の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律の一部改正に伴い、新設された「介護時間」について新たに規定するほか、

介護休暇の分割取得等に係る所要の整備を行うもので、平成２９年１月１日から施行する

ものであるが、一部の規定は平成２９年４月１日から施行するものである。

次に「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案」は、地方公務員の育児

休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律の一部改正に伴い、育児休業等の対象となる子の範囲の拡大や育児休業をするこ

とができる職員等に係る所要の整備を行うもので、平成２９年１月１日から施行するもの

であるが、一部の規定は平成２９年４月１日から施行するものである。

なお、これらの議案については、先の県議会において原案どおり可決されている。

（豊川委員長）

何か質問、意見はあるか。なければ、報告第１号については了解した。
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その他 青森県立高等学校教育改革推進計画に関する地区意見交換会（第２回）概要につ

いて

（佐藤高等学校教育改革推進室長）

１の「開催状況」は御覧のとおりとなっており、２の「各地区意見交換会での主な意見」

について、「（１）各地区に共通する意見」としては、

○ 地域活性化という視点から、高校は地域に必要な存在である。

○ 小規模であっても配置してもらいたい。

といった、現在の学校配置をできるだけ維持してほしいという意見があった一方で、

○ 全てにバランス良く配置すればどうしても小規模化してしまい、高校として、生徒

の成長に向けた取組や部活動に無理が生じる。

○ 全ての学校を残すことも一つの方法であると思うが、平成３９年度までの生徒数の

大幅な減少を見据えると高校の統合も視野に入れて考える必要があると思う。

といった、生徒の進路選択や部活動等の選択肢を確保するため、一定の学校規模の確保を

求める意見があった。

次に、「（２）地区ごとの学校配置に関する具体的な意見等」について、「ア 東青地区」

であるが、マルの１つ目で、

○ 平成３４年度までに１学級規模である平内校舎を募集停止し、その後、平成３９年

度を見据え、拠点校における複数学科の併設を含め、高校の統合について検討が必要

であると思う。

との意見があった。

次のページを御覧いただきたい。

「イ 西北地区」であるが、マルの１つ目で、

○ 第１期実施計画では、連携校４校（金木高校、板柳高校、鶴田高校、鰺ヶ沢高校）

を統合して３学級規模とし、木造高校を４学級規模、五所川原工業高校を３学級規模

にすることが考えられる。

第２期実施計画では、木造高校を４学級規模としたまま、新設校と五所川原工業高

校を統合して、普通科２学級、工業科２学級の４学級規模の学校とすることが考えら

れる。この前提として、深浦校舎と中里高校が存続することがある。

との意見があった。

「ウ 中南地区」であるが、マルの１つ目で、

○ 黒石高校、黒石商業高校の統合については、黒石市内の中学校の生徒数を踏まえる

と、現状の２校体制を維持するのは難しいのではないか。黒石高校に黒石商業高校の

機能を付加するということは非常に効果があると思う。特に情報デザイン科には弘前

市からも入学すると思う。

との意見があった。

次のページを御覧いただきたい。

「エ 上北地区」であるが、マルの４つ目で、

○ 六戸高校と十和田西高校の普通科の統合は考えられないか。十和田西高校の観光科

を七戸高校に組み入れることは難しいのか。

との意見があった。

「オ 下北地区」であるが、マルの２つ目で、

○ 総合学科と工業科は、下北地区に絶対に必要とされているため、生徒の進路選択肢

の確保という観点から、大湊高校とむつ工業高校の統合を検討していくことが必要だ
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と思う。

との意見があった。

次のページを御覧いただきたい。

「カ 三八地区」であるが、マルの４つ目で、

○ 今後の生徒数の減少や通学環境等を踏まえると、五戸高校と八戸西高校の統合、八

戸市内の普通高校の統合、三戸郡内の高校の統合による総合高校的学校の新設が考え

られる。

との意見があった。

３の「今後の予定」であるが、来年１月に予定している第３回地区意見交換会において、

これまでの意見をもとに、さらに意見交換を深めた上で、「地区意見交換会における主な

意見」として整理したいと考えている。

この各地区の主な意見については、来年２月に教育委員会へ報告させていただくととも

に、第１期実施計画（案）策定の際の参考とさせていただく。

（野澤委員）

高等学校教育改革推進室から各地区意見交換会の意見について説明を受けたが、その中

身には非常に幅広い意見があったため、それを大事にしていただきたい。１月の第３回地

区意見交換会の前に、事前に地区意見交換会の委員に対して資料を示して意見を聞くとい

うことなので、ぜひやっていただきたい。

地区意見交換会の意見は、教職員課、学校教育課等にも関わるものもあるので、教育委

員会として各課横断的に情報共有していただきたい。

（中沢委員）

第３回地区意見交換会は１月に開催するそうだが、その持ち方は。

（佐藤高等学校教育改革推進室長）

１月に開催予定の第３回地区意見交換会では、これまでに伺った意見を整理し、さらに

意見交換を深めていただき、想定される様々な学校配置の効果や課題等をまとめる予定と

している。

（豊川委員長）

他に何か質問、意見はあるか。なければ、青森県立高等学校教育改革推進計画に関する

地区意見交換会（第２回）概要については了解した。

その他 職員の懲戒処分の状況

（安田参事）

１１月に行った職員に対する懲戒処分のうち、社会的影響が大きな事案であり、処分後

速やかに公表を行った事案１について御説明する。この事案は、三八地域八戸市の小学校

教諭が、平成２８年１０月２日、酒気を帯びた状態で自動車を運転したもので、当該職員

に対して免職の懲戒処分を行ったものである。

（中村教育長）

教職員の服務規律の確保については、これまでも再三にわたり指導の徹底を図ってきた
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が、只今報告したとおり、酒気帯び運転が発生したことは、極めて遺憾であり重く受け止

めている。このため、改めて、教職員の服務規律の確保について指導を徹底するよう、１

１月２１日付けで市町村教育委員会及び県立学校へ通知したところである。

県教育委員会としては、今後も、関係機関と連携し、教職員の服務規律の厳正な確保に

取り組み、学校と一丸となって、信頼される学校づくりに努めるとともに、教職員一人一

人が自覚を持って、服務規律の確保に努めるよう、引き続きあらゆる機会を通して指導の

徹底を図って参りたい。

（豊川委員長）

何か質問、意見はあるか。なければ、職員の懲戒処分の状況については了解した。


